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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品と、
　前記電子部品を収容するケースと、
　を有する電子機器であって、
　前記ケースにおいて前記電子部品に対向する面には、前記電子部品の隅が接する箇所に
前記隅を囲むスリットが形成され、
　前記電子部品は、前記スリットの空隙をまたがって配置されている、
　電子機器。
【請求項２】
　前記面において前記スリットに囲まれる領域と、前記電子部品の前記隅は緩衝材を介し
て接する、
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記電子機器の側面は略長方形であり、前記面において前記スリットは前記側面の隅が
形成する角の４箇所に対応して少なくとも４箇所に形成される、
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記電子機器は設置面に設置して使用をするものであり、
　前記面は前記電子部品よりも下側に位置する、
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　請求項１に記載の電子機器。
【請求項５】
　電子部品を収容するケースであって、
　前記ケースにおいて前記電子部品に対向する面には、前記電子部品の隅が接する箇所に
前記隅を囲むスリットが形成され、
　前記電子部品は、前記スリットの空隙をまたがるように配置される、
　電子部品収納ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電子部品を収容するケースを備える電子機器、およびこの電子部品を収納す
るケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケースを有する電子機器としては、特許文献１がある。この特許文献１は、電子機器の
筐体の内部に、外ケースが組み込まれ、外ケースの内部に中間ケースが組み込まれ、中間
ケースの内部にハードディスク装置が組み込まれている。ハードディスク装置は、付勢手
段（コイルスプリング）により外ケース内の中立位置に付勢され、外ケース内には液体Ｌ
が充填されている。電子機器の筐体が物にぶつかるなどして、長さ方向の衝撃が加わると
、中間ケースおよびハードディスク装置の移動に伴って、液体Ｌが外ケースに備わる絞り
部の外周面と中間ケースに備わる孔の内周面との間に形成される流路を通ることにより流
路抵抗が生じ、衝撃を効果的に緩和できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－０７３１０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、薄型に対応できる電子部品を収納するケースおよびそれを備える電子機器を
提供する。　
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示における電子機器は、電子部品と、電子部品を収容するケースとを有する電子機
器であって、ケースにおいて電子部品に対向する面には、電子部品の隅が接する箇所に隅
を囲むスリットが形成される構成である。
【０００６】
　本開示における電子部品収納ケースは、電子部品を収容するケースであって、ケースに
おいて電子部品に対向する面には、電子部品の隅が接する箇所に隅を囲むスリットが形成
される構成である。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示は、電子部品に対向するケースの面にスリットを備える構成により、電子部品に
付与される衝撃をスリットの弾性変形で緩和しながらケースの薄型化を成し得ることがで
きる。したがって、ケースを収容する電子機器の耐衝撃性および薄型化を向上することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ノート型パーソナルコンピュータ（ＰＣ）の外観斜視図である。
【図２】ＰＣに内蔵するハードディスクケースの外観斜視図である。
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【図３】ＰＣに内蔵するハードディスクドライブ（ＨＤＤ）およびハードディスクケース
の分解斜視図である。
【図４Ａ】ＰＣに内蔵するハードディスクケースの要部平面図である。
【図４Ｂ】ＨＤＤの要部平面図である。
【図４Ｃ】ハードディスクケースにＨＤＤを収容した要部平面図である。
【図４Ｄ】ＨＤＤを収容する他のハードディスクケースの要部平面図である。
【図５】別のハードディスクケースにＨＤＤを収容した要部平面図である。
【図６】図５の斜視図である。
【図７】ＰＣに内蔵する別のハードディスクケースの分解斜視図である。
【図８】ハードディスクケースに図７のＨＤＤを収容した要部平面図である。
【図９】図８の斜視図である。
【図１０】ＰＣに内蔵する他のハードディスクケースの分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１０】
　なお、発明者らは、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明
を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意
図するものではない。
【００１１】
　本開示の電子機器の一例としてノート型パーソナルコンピュータを挙げ、電子部品の一
例としてハードディスクドライブを挙げ以下説明する。
【００１２】
　［ノート型パーソナルコンピュータの構成］
　図１に示すノート型パーソナルコンピュータ（以下ＰＣと略す）は、操作筐体１と表示
筐体２とを開閉可能に支持するヒンジ３を備え、表示筐体２は矢印Ａ方向に回動させるこ
とで、表示筐体２を閉じた閉蓋状態に移行することができる。なお、図１は使用者がＰＣ
を操作する操作状態を示している。
【００１３】
　操作筐体１は、キーボード４等を配置する表面１ａ、中央集積回路や各種電子部品を搭
載した回路基板およびバッテリー等を内蔵する内部空間を介して表面１ａと対向する裏面
１ｂ、ＰＣが操作状態のとき操作者側に向く前面１ｃ、操作状態のとき操作者の右側の右
側面１ｄと左側の左側面１ｅ、および上述のキーボード４を介して前面１ｃと対向する後
面とを備える。また、表示筐体２は、操作者が視認する表示パネル２ａを備える。
【００１４】
　操作筐体１の内部空間には、中央集積回路、回路基板およびバッテリーのほかに、ＰＣ
に授受する情報データ等を記憶するハードディスクドライブ（以下ＨＤＤと略す）７（後
述）を収納する収納部を閉蓋する蓋体５を備える。本実施形態では蓋体５は右側面１ｄに
配した形態であるが、左側面１ｅや裏面１ｂ等に配してもよい。
【００１５】
　［１－１．ハードディスクドライブの構成］
　図２は、蓋体５で閉蓋されている収納部に収納するＨＤＤ７を収容したハードディスク
ケース（以下、ケースと略す）６の斜視図である。また、図３は、ＨＤＤ７を収容したケ
ース６の分解斜視図である。ＨＤＤ７は、下面７ａ、電極７ｇが配置される電極側面７ｂ
、電極側面７ｂとＨＤＤ７が内蔵する記憶ディスクおよびヘッドを介して対向する対向側
面７ｃ、電極側面７ｂから見て右側の右側面７ｄおよび左側の左側面７ｅ、および下面７
ａにディスクやヘッドを介して対向する上面７ｆで構成される。
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【００１６】
　また、ＨＤＤ７は、ケース６の下側主面６ａに密着して収納されている。ケース６は、
上述した下側主面６ａ、電極側面７ｂ側の電極下側壁６ｂ、対向側面７ｃ側の対向下側壁
６ｃ、および右側面７ｄと左側面７ｅそれぞれの側の下側右側壁６ｄと下側左側壁６ｅで
構成される。なお、本実施形態のケース６には、可撓性を有するアクリロニトリル・スチ
レン共重合体樹脂を適用した。また、ケース６の下側主面６ａの隅部近傍４か所には、下
側主面６ａを貫通するスリット８を備えている。
【００１７】
　［１－２．ハードディスクドライブの緩衝構成］
　次に、ケース６の下側主面６ａに備えるスリット８の詳細について、図４Ａ乃至図４Ｃ
を参照して説明する。図４Ａは、下側主面６ａの部分拡大平面図で、対向下側壁６ｃと下
側左側壁６ｅとが形成する隅部を拡大している。この隅部に形成されるスリット８は、一
方が対向下側壁６ｃ側に形成され、他方が下側左側壁６ｅ側に形成され、両者は角部８ａ
において角度αで繋がっている。なお、スリット８は下側主面６ａにおける外周の長さに
対し一部の長さを有しているため、角部８ａはスリット８の切欠き部を結ぶ軸８ｂを中心
として弾性力を備える。本実施形態としては、下側主面６ａの厚み１ｍｍ、下側右側壁６
ｄ方向および下側左側壁６ｅ方向の長さは共に１００ｍｍ、電極下側壁６ｂ方向および対
向下側壁６ｃ方向の幅は共に７０ｍｍのケース６を用い、ケース６の各隅部に、次に示す
スリット８を形成した。図４Ａにおけるスリット８は、角部８ａの中心角度α１００°、
対向下側壁６ｃ方向および下側左側壁６ｅ方向を１ｍｍ、対向下側壁６ｃ方向におけるス
リット８の外側長さを隅部から２０ｍｍ、下側左側壁６ｅ方向におけるスリット８の外側
長さを隅部から２５ｍｍとした。なお、スリット８と対向下側壁６ｃとが最も近接する長
さ、およびスリット８と下側左側壁６ｅとが最も近接する長さは共に１ｍｍとした。
【００１８】
　このようにスリット８を形成したケース６に、図４Ｂの上面７ｆから見た平面図に示し
たＨＤＤ７を装着した。ＨＤＤ７は、直方体の外形形状であり、対向側面７ｃと左側面７
ｅとが成す角度は９０°である。また、本実施形態では対向側面７ｃと電極側面７ｂとの
長さは９８ｍｍ、右側面７ｄと左側面７ｅとの幅は６８ｍｍにした。
【００１９】
　上述したケース６にＨＤＤ７を収納した平面図を図４Ｃに示す。ＨＤＤ７を収納したケ
ース６に、下側主面６ａに直交する方向に外乱を与えると、外乱によって発生した衝撃に
より、ＨＤＤ７は紙面の表裏方向に振動が発生する。スリット８の角度αは、ＨＤＤ７の
角度β以上に形成したため、ＨＤＤ７の下面７ａを構成する下面７ａの４角部は、スリッ
ト８の間隙内に収まる。したがって、下側主面６ａに形成したスリット８の角部８ａで、
左側面７ｅと対向側面７ｃとが成すＨＤＤ７の角部が支持され、角部８ａは軸８ｂで紙面
の表裏方向に弾性変形することで、ＨＤＤ７に加わる外乱によりに加えられる衝撃は緩和
される。したがって、ケース６を内蔵するＰＣの耐衝撃性を向上させながら、薄型化する
ことができる。
【００２０】
　本実施形態のスリット８は、相隣接する側壁（例えば、対向下側壁６ｃおよび下側左側
壁６ｅ）から最も近接する長さ（例えば、１ｍｍ）だけ離隔して備えたが、これは一例で
あり、図４Ｄに示すように、最も近接する長さを無くし、下側主面６ａと側壁との境界部
分から配置することもできる。この構成では、下側主面６ａの面積を小さくすることがで
き、ケース６を小型化できる。
【００２１】
　また、本実施形態では、ＨＤＤ７をケース６に収容する構成で説明したが、例えばケー
ス６中でＨＤＤ７の搖動を抑制するため、ＨＤＤの４側面とケース６の４側壁との間に側
面緩衝材を配置することもできる。
【００２２】
　また、下側主面６ａは、図４Ａに示したように、外乱印加で生じる衝撃を角部８ａが軸



(5) JP 6024978 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

８ｂを中心に屈曲することで衝撃を緩和するようにその厚みを１ｍｍに設定したが、これ
は一例であり、厚みを薄くすると衝撃緩和性能が向上するため例えば０．５ｍｍのように
薄く構成することもできる。但し、衝撃緩和性能の向上とケース６自体の強度とはトレー
ドオフの関係にあるため、ケース６の強度を保持できるように設定することができる。ま
た、下側主面６ａに備えるスリット８の、側壁（例えば、対向下側壁６ｃ）に沿う長さを
大きく構成すると衝撃緩和性能は向上するが、スリット８の長さを長く構成しすぎると、
隣接するスリット８に近づき過ぎ、スリット８間の下側主面６ａによる強度確保が損なわ
れる。このため、スリット８の長さは対応するケース６の長さに応じて設定する。
【００２３】
　［１－３．ハードディスクドライブの緩衝構成］
　ケース６に収容するＨＤＤ７の形状の基本構成は直方体が一般的であり、下側主面６ａ
の形状も基本的に長方形である。したがって、図５に、相隣接するスリットが形成する内
角αを９０°に構成した正面図を、ＨＤＤ７の上面７ｆから見た状態で示す。なお、本実
施形態におけるケース６の構成は、スリット９以外は図４Ａ乃至図４Ｃと同様であるため
、詳細は割愛する。スリット９は、ケース６を構成する各側壁に対して平行に形成されて
いる。すなわち、スリット９の電極下側壁６ｂおよび対向下側壁６ｃそれぞれに沿って、
幅１ｍｍで、スリット９の外側の長さ２５ｍｍ、各側壁からスリット９の外側までの離隔
距離１ｍｍを、下側主面６ａの各隅部から形成した。また、スリット９の下側右側壁６ｄ
および下側左側壁６ｅそれぞれに沿って、幅１ｍｍで、スリット９の外側の長さ２０ｍｍ
、各側壁からスリット９の外側までの離隔距離が１ｍｍで、下側主面６ａの各隅部から形
成した。なお、スリット９のそれぞれは、下側主面６ａの隅部で繋がっているため、例え
ば対向下側壁６ｃと下側左側壁６ｅとが成す隅部において、角部９ａは軸９ｂを中心に紙
面の表裏方向に変形する。また、ＨＤＤ７は先の実施形態と同じであり、ケース６に収納
すると、ＨＤＤ７はスリット９の空隙をまたがって配置される。
【００２４】
　ＨＤＤ７を収納したケース６に、下側主面６ａに直交する方向に外乱を与えると、外乱
によって発生した衝撃により、ＨＤＤ７は紙面の表裏方向に振動が発生する。この振動に
よる衝撃を緩和する様子を、図６に示した部分拡大斜視図を参照して説明する。ＨＤＤ７
はスリット９の空隙をまたがって配置されている。このため、ＨＤＤ７の各角部を構成す
る下面７ａの４側面がなす隅は、スリット９に囲まれる領域内に収まる。したがって、下
側主面６ａに形成したスリット９の角部９ａで、左側面７ｅと対向側面７ｃとが成すＨＤ
Ｄ７の角部が支持され、角部９ａは軸９ｂ（図５参照）で上下方向に弾性変形することで
、ＨＤＤ７に加わる外乱によりに加えられる衝撃は緩和される。つまり、図５における角
部９ａが、軸９ｂを中心として上下運動（下方向のみ図示した）し、ＨＤＤ７の厚みＭ１
がＭ２だけスリット９の角部９ａが弾性変形することで、衝撃を緩和することができる。
したがって、ケース６を内蔵するＰＣの耐衝撃性を向上させながら、薄型化することがで
きる。
【００２５】
　本実施形態のスリット９は、相隣接する側壁（例えば、対向下側壁６ｃおよび下側左側
壁６ｅ）から最も近接する長さ（例えば、１ｍｍ）だけ離隔して備えたが、これは一例で
あり、最も近接する長さを無くし、下側主面６ａと側壁との境界部分にスリット９の外側
を配置することもできる。この構成では、下側主面６ａの面積を小さくすることができ、
ケース６を小型化できる。
【００２６】
　また、本実施形態では、ＨＤＤ７をケース６に収容する構成で説明したが、例えばケー
ス６中でＨＤＤ７の搖動を抑制するため、ＨＤＤの４側面とケース６の４側壁との間に側
面緩衝材を配置することもできる。
【００２７】
　また、下側主面６ａは、外乱印加で生じる衝撃を角部９ａが軸９ｂを中心に屈曲するこ
とで衝撃を緩和するようにその厚みを１ｍｍに設定したが、これは一例であり、厚みを薄
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くすると衝撃緩和性能が向上するため例えば０．５ｍｍのように薄く構成することもでき
る。但し、衝撃緩和性能の向上とケース６自体の強度とはトレードオフの関係にあるため
、ケース６の強度を保持できるように設定することができる。また、下側主面６ａに備え
るスリット９の、側壁（例えば、対向下側壁６ｃ）に沿う長さを大きく構成すると衝撃緩
和性能は向上するが、スリット９の長さを長く構成しすぎると、隣接するスリット９に近
づき過ぎ、スリット９間の下側主面６ａによる強度確保が損なわれる。このため、スリッ
ト９の長さは対応するケース６の長さに応じて設定する。
【００２８】
　また、本実施形態ではＨＤＤの側面が形成する角度を９０度とし、一方でスリットが成
す角を９０度としたが、スリットの角度はＨＤＤの側面がなす隅を囲むように形成すれば
良く当該角度に限定されない。また、スリットは一部または全部が曲線によって形成され
ても良い。
【００２９】
　［２－１．ハードディスクドライブの構成］
　図７は、ＨＤＤ７を収容したケース６の分解斜視図である。ＨＤＤ７は、下面７ａ、電
極７ｇが配置される電極側面７ｂ、電極側面７ｂとＨＤＤ７が内蔵する記憶ディスクおよ
びヘッドを介して対向する対向側面７ｃ、電極側面から見て右側の右側面７ｄおよび左側
の左側面７ｅ、および下面７ａにディスクやヘッドを介して対向する上面７ｆで構成され
る。また、下面７ａの下側に、下緩衝材１１を配置した。ＨＤＤ７に対する下緩衝材１１
の配置関係は、電極側面７ｂ、対向側面７ｃ、右側面７ｄおよび左側面７ｅそれぞれから
１ｍｍＨＤＤ７の内側にした。また、下緩衝材１１は、例えばエチレン・プロピレンゴム
やフッ素ゴム等のゴム系、ウレタンやポリエチレン等を発泡処理した発泡体等が挙げられ
る。また、下緩衝材１１には単体だけではなく、例えば特開２００９－２６４４８３号公
報に開示されている衝撃吸収部と振動減衰部との複合緩衝材、特開２００４－３１５０８
７号公報や特開２００８－２９１９８６号公報等で開示されている板状部材の切断端面を
柔軟材料中に埋没させた複合緩衝材等であっても本実施形態の下緩衝材１１に適用するこ
とができる。本実施形態では、ＨＤＤ７の長手方向（すなわち、右側面７ｄおよび左側面
７ｅ方向）に沿う長さ２．５ｍｍ、短手方向（すなわち、電極側面７ｂおよび対向側面７
ｃ方向）に沿う幅２．２ｍｍ、自然長の高さ７．５ｍｍの発泡ウレタンフォームを用いた
。
【００３０】
　また、ＨＤＤ７は、ケース６の下側主面６ａに密着して収納されている。ケース６は、
上述した下側主面６ａ、電極側面７ｂ側の電極下側壁６ｂ、対向側面７ｃ側の対向下側壁
６ｃ、および右側面７ｄと左側面７ｅそれぞれの側の下側右側壁６ｄと下側左側壁６ｅで
構成される。なお、本実施形態のケース６には、可撓性を有するアクリロニトリル・スチ
レン共重合体樹脂を適用した。また、ケース６の下側主面６ａの隅部近傍４か所には、下
側主面６ａを貫通するスリット１０を備えている。
【００３１】
　さらに、本実施形態ではケース６に対して嵌合する上側ハードディスクケース（以下、
上側ケースと略す）１２を備えた。上側ケース１２は、下主面６ａとＨＤＤ７を介して対
向する上側主面１２ａ、電極下側壁６ｂと係合する電極上側壁１２ｂ、対向下側壁６ｃと
係合する対向上側壁１２ｃ、下側右側壁６ｄと係合する上側右側壁１２ｄ、および下側左
側壁６ｅと係合する上側左側壁１２ｅで構成される。また、ケース６および上側ケース１
２は、例えば下側右側壁６ｄに備える係合孔と上側右側壁１２ｄに備える突起とによる嵌
合、および下側左側壁６ｅに備える係合孔と上側左側壁１２ｅに備える突起とによる嵌合
で固着される。また、本実施形態の上側ケース１２には、ケース６と同様にアクリロニト
リル・スチレン共重合体樹脂を適用した。
【００３２】
　なお、ケース６と上側ケース１２とがＨＤＤ７を介して固着させると、動作時にＨＤＤ
７から発生する発熱を冷却するため、例えば上側主面１２ａに貫通孔を備える構成、また
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は上側ケース１２に適用する材質を熱伝導性が良好な例えばアルミニウム等で構成、およ
びそれらを組み合わせて構成することができる。
【００３３】
　また、上側ケース１２の上側主面１２ａに、下側主面６ａと同様にスリット１０を備え
ると、ＨＤＤ７に印加される衝撃を緩和することができる。
【００３４】
　［２－２．ハードディスクドライブの緩衝構成］
　ケース６に下緩衝材１１を備えたＨＤＤ７を収容した平面図を、ＨＤＤ７の上面７ｆか
ら見た状態で図８に示す。なお、本実施形態におけるケース６の構成は、スリット１０を
含め図５と同様であるため、詳細は割愛する。なお、スリット１０の電極下側壁６ｂおよ
び対向下側壁６ｃそれぞれに沿って、幅１ｍｍで、スリット１０の外側の長さ２５ｍｍ、
各側壁からスリット１０の外側までの離隔距離１ｍｍを、下側主面６ａの各隅部から形成
した。また、スリット１０の下側右側壁６ｄおよび下側左側壁６ｅそれぞれに沿って、幅
１ｍｍで、スリット１０の外側の長さ２０ｍｍ、各側壁からスリット１０の外側までの離
隔距離が１ｍｍで、下側主面６ａの各隅部から形成した。なお、スリット１０のそれぞれ
は、下側主面６ａの隅部で繋がっているため、例えば対向下側壁６ｃと下側左側壁６ｅと
が成す隅部において、角部１０ａは軸１０ｂを中心に紙面の表裏方向に変形する。また、
ＨＤＤ７はケース６に収納すると、図８に示すように、ＨＤＤ７はケース６の各側壁とス
リット１０の外側との間（例えば、対向下側壁６ｃとスリット１０の外側との間）に配置
される。また、ＨＤＤ７とケース６の各側壁とが成す間隙それぞれには、上述したように
、上側ケース１２がケース６に嵌合し、上側ケース１２の電極上側壁１２ｂ、対向上側壁
１２ｃ、上側右側壁１２ｄおよび上側左側壁１２ｅが配置している。また、下緩衝材１１
の一部は、図８に示したように、ケース６の各スリット１０の中に配置される。
【００３５】
　ＨＤＤ７を収納したケース６に、下側主面６ａに直交する方向に外乱を与えると、外乱
によって発生した衝撃により、ＨＤＤ７は紙面の表裏方向に振動が発生する。この振動に
よる衝撃緩和を、図９に示した部分拡大斜視図を参照して説明する。
【００３６】
　ＨＤＤ７の下緩衝材１１は、スリット１０の空隙をまたがって配置されている。また、
ＨＤＤ７の下緩衝材１１は、下側主面６ａに形成した各スリット１０の各角部（例えば、
１０ａ）の上に載置されている。したがって、下側主面６ａに形成したスリット１０の角
部１０ａで、左側面７ｅと対向側面７ｃとに沿う下緩衝材１１の角部が支持され、角部１
０ａは軸１０ｂ（図８参照）で上下方向に弾性変形することで、ＨＤＤ７に加わる外乱に
よりに加えられる衝撃は、下緩衝材１１の収縮や伸長動作に連動して緩和される。つまり
、図８における角部１０ａが、軸１０ｂを中心として紙面の表裏方向の運動（裏方向のみ
図示した）と下緩衝材１１の収縮または伸長（収縮のみ図示した）することで、図９に示
すように、下緩衝材１１の厚みＭ１がＭ２だけ軸１０ｂを中心として角部１０ａが弾性変
形し、衝撃を緩和することができる。したがって、ケース６を内蔵するＰＣの耐衝撃性を
向上させながら、薄型化することができる。なお、下側緩衝材１１の圧縮変形も受けるた
め、図９におけるＭ１は、ケース６および上側ケース１２に収納した状態の下緩衝材１１
の厚みとは異なる。
【００３７】
　本実施形態のスリット１０は、相隣接する側壁（例えば、対向下側壁６ｃおよび下側左
側壁６ｅ）から最も近接する長さ（例えば、１ｍｍ）だけ離隔して備えたが、これは一例
であり、最も近接する長さを無くし、下側主面６ａと側壁との境界部分に、上ケース１２
の各側壁の厚み（例えば０．５ｍｍ）だけの間隙を介してスリット１０の外側を配置する
こともできる。この構成では、下側主面６ａの面積を小さくすることができ、ケース６を
小型化できる。
【００３８】
　また、本実施形態では、ＨＤＤ７をケース６に収容する構成で説明したが、例えばケー



(8) JP 6024978 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

ス６中でＨＤＤ７の搖動を抑制するため、ＨＤＤの４側面とケース６の４側壁との間に側
面緩衝材を配置することもできる。
【００３９】
　また、下側主面６ａは、外乱印加で生じる衝撃を角部１０ａが軸１０ｂを中心に屈曲す
ることで衝撃を緩和するようにその厚みを１ｍｍに設定したが、これは一例であり、厚み
を薄くすると衝撃緩和性能が向上するため例えば０．５ｍｍのように薄く構成することも
できる。但し、衝撃緩和性能の向上とケース６自体の強度とはトレードオフの関係にある
ため、ケース６の強度を保持できるように設定することができる。また、下側主面６ａに
備えるスリット１０の、側壁（例えば、対向下側壁６ｃ）に沿う長さを大きく構成すると
衝撃緩和性能は向上するが、スリット１０の長さを長く構成しすぎると、隣接するスリッ
ト１０に近づき過ぎ、スリット１０間の下側主面６ａによる強度確保が損なわれる。この
ため、スリット１０の長さは対応するケース６の長さに応じて設定する。
【００４０】
　　また、図１０に示したように、ＨＤＤ７の上側主面７ｆと上側ケース１２の上側主面
との間に、上緩衝材１３を配置させることもできる。なお、図９は、図８の要部を拡大し
た斜視図である。上緩衝材１３は、上述した下緩衝材１１に適用する材料等で構成するこ
とができる。また、上緩衝材１３の配置位置も、ＨＤＤ７に備える緩衝材６と同様な位置
で同様な厚みで構成してもよく、下緩衝材１１よりも体積的に小さく（例えば、ＨＤＤ７
の長手方向に沿う長さ２ｍｍ、短手方向に沿う長さ１．５ｍｍ、自然長の厚み３ｍｍ）に
構成してもよい。なお、ＨＤＤ７の上側主面７ｆに対し、上緩衝材１３をスリット１０の
角部１０ａに沿うように配置すると、上緩衝材１３の上下方向の押圧により、ＨＤＤ７お
よび緩衝材１１に加わる振動の緩和が向上させる。
【００４１】
　また、図７では上側主面１２ａを平坦な板状として示したが、下側主面６ａのように、
各４角部近傍にスリットを備えることもできる。上側主面１２ａにスリットを備えると、
下側主面６ａのスリット１０と同様にＨＤＤ７に印加される振動を緩和できる。
【００４２】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。
【００４３】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記実装を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００４４】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本開示は、部品を収納するケースの底面に配置したスリットにより、部品に付与される
荷重に対する衝撃を緩和することができるため、例えばノート型パーソナルコンピュータ
、表示装置、無線装置等の電子機器に適用することができる。
【符号の説明】
【００４６】
　１　操作筐体
　１ａ　表面
　２　表示筐体
　２ａ　表示パネル
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　３　ヒンジ
　６　ハードディスクケース
　６ａ　下側主面
　６ｂ　電極下側壁
　６ｃ　対向下側壁
　６ｅ　下側左側壁
　７　ハードディスクドライブ
　７ａ　下面
　７ｂ　電極側面
　７ｃ　対向側面
　７ｅ　左側面
　７ｆ　上面
　７ｇ　電極
　８　スリット
　８ａ　角部
　８ｂ　軸

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７】
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